国費・財務グループ

１．国費の会計事務
（1）収入・支出の審査等の事務

支出負担行為の確認、収入・支出の審査並びに国の債権管理に関する事務処理を行った。
なお、令和４年度から、国が導入した「会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム（電子決裁）」
を使用して事務処理を行っている。

令和６年度の処理件数及び金額

1 　歳入　　
歳入調査決定等2,200件、収入済額65,834,292,935円

一般会計の内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、環境省各所管の歳入金

年金特別会計の内閣府所管の歳入金
東日本大震災復興特別会計の厚生労働省所管の歳入金
2 　歳出　　
支出命令決議1,996件、支出審査延べ12,073件、支出額2,907,254,088,178円

一般会計の内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省
各所管の歳出金

年金特別会計の内閣府所管の歳出金
交付税及び譲与税配付金特別会計の総務省所管の歳出金
東日本大震災復興特別会計の厚生労働省所管の歳出金
（2）会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システムの操作説明会

適正かつ効率的に利用できるよう、操作を実際に体験する説明会を実施した。
＜事業所管課の担当者を対象とした説明会＞５回（参加者　延べ38名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根拠法令等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計法第48条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国の債権の管理等に関する法律第５条

２．府費の支払事務
府費については、財務会計システムを使用して、口座振替、隔地払、公金振替及び本庁内払（納付書払を含む。）の方法により支払事務を処理しており、支出審査状況等を確認するなど適正な事務の執行に努めた。
なお、支払事務の大半を占める口座振替については、指定金融機関に支払データを伝送処理することにより、事務の効率化を図っている。

また、口座振替不能及び支払通知書の再発行等に係る事務については、指定金融機関及び関係部局等と緊密な連携を図り、支払方法等の訂正を行うなど適正な事務の執行に努めた。

（１）支払方法別件数
	支払方法
	件数
	構成比

	　
	件
	％

	口座振替
	432,980
	82.81
	　

	　
	支払データ

伝送処理
	432,774
	82.77
	　

	　
	緊急支払等
	206
	0.04
	　

	隔地払
	47
	0.01
	　

	公金振替
	84,954
	16.25
	　

	本庁内払
	4,896
	0.94
	　

	
	納　　付　　書　　払
	4,879
	0.93
	　

	計
	522,877
	100.00
	　


※件数は、財務会計システムにより支払事務を処理したもの
（2） 支払方法の訂正等処理状況

	区分
	件数

	支払方法等訂正
	　件

	
	628
	　

	支払通知書の再発行
	1
	　

	返戻支払通知書の再送付
	2 
	　


※件数は、令和６年４月から令和７年３月までに処理したもの
根拠法令等
地方自治法第170条、第232条の４、第232条の５、第232条の６

大阪府財務規則第112条、第113条、第126条、第130条、第131条
３．財務会計システムの管理運用
（1）現行財務会計システムの導入

平成16年度より、いわゆる発生源入力を原則とする新しい財務会計システムを稼働し、意思決定を行う行政文書管理システムとの連携や、支出審査の権限の内部委譲とあわせて、出先機関を含めた各室課（所）において、支出負担行為や支出命令等の事務を一貫処理できるようになり、会計事務の円滑・迅速化等を図っている。
（2）災害発生等に備えた危機管理に係る取組
災害の発生等により、財務会計システムが使用不能となった場合や、通信が途絶した状況を想定し、以下の取組を実施した。
①　災害時における通信途絶時を想定した訓練（令和６年９月３日実施）
災害等により財務会計システムが停止し、復旧の目途がたたず、財務会計システムから口座振替データが自動作成されない状況となり、「緊急時の財務に関する事務処理要領」に定める方法で、緊急払いを要する案件を想定。

模擬的に「緊急時の財務に関する支出処理報告書」及び「支出命令伺書（緊急用）」を受領し、受領した書類をもとに資金決済表を作成する事務処理について、訓練を実施した。

（「大阪880万人訓練の部局訓練」の一環として実施）
②　災害時における大阪府の財務会計処理に係る模擬訓練（令和７年１月17日実施）
災害等により財務会計システムが使用できない環境下で「緊急時の財務に関する事務処理要領」に定める方法で、緊急払いを要する案件を想定。

模擬的に口座振替データ（全国銀行協会フォーマット形式）を調製する事務処理及び作成した口座振替データの指定金融機関への搬入作業について、訓練を実施した。
（「令和６年度　大阪府地震・津波災害対策訓練」の一環として実施）
４．財務会計システムの更改
　　　令和７年３月に、総務部において設置した「総務事務システム更改検討チーム」内の「財務会計システムワー
キンググループ」のリーダーとして、システム更改の検討を主導し、関係所属等と協議・調整を実施している。

５．証紙廃止後の手数料収納事務
　　　平成30年10月１日の大阪府証紙廃止後の手数料収納事務を行うため、令和６年９月30日までは、本館、別
館及び咲洲庁舎の３か所に設置した手数料納付窓口並びに各警察署及び各運転免許試験場において、ＰＯＳ
レジ機器（計144台）を使用して手数料収納事務を行った。
このうち、本館、別館及び咲洲庁舎の３か所については、令和６年10月１日からＰＯＳレジ機器（計４台）の更
新を行うとともに、クレジットカード、電子マネー及びコード決済を活用したキャッシュレス決済の取扱ブランドを、19ブランド（クレジットカード６種（VISA、Master、JCB、AmericanExpress、DinersClub、銀聯）、電子マネー６種（交通系IC、QUICPay、楽天Edy、WAON、iD、nanaco）、コード決済７種（PayPay、auPAY、d払い、楽天Pay、メルペイ、Alipay、WeChatPay））へ拡充した。
なお、各警察署及び各運転免許試験場については、大阪府警察本部においてＰＯＳレジ機器の更新を行
った。
また、大阪府証紙廃止に伴う納付手段として、コンビニ収納システムの運用も行っており、コンビニ
各店舗での現金及びPay-easyによる納付を可能としている。

　　　
　　会計局が設置する本館、別館及び咲洲庁舎の取扱実績
	窓口設置場所
	取扱件数
	取扱金額

	本館
	件
4,698  
	円
101,847,390 

	（内訳）現金
	　3,508 
	80,792,090 

	クレジットカード
	 825 
	17,385,800 

	電子マネー
	60 
	 738,800 

	コード決済
	305 
	 2,930,700 

	別館
	4,322  
	41,503,060

	（内訳）現金
	2,930 
	27,523,400 

	クレジットカード
	962 
	11,329,460 

	電子マネー
	76 
	541,600 

	コード決済
	354 
	2,108,600 

	咲洲庁舎
	40,883 
	1,146,557,610

	（内訳）現金
	28,768 
	715,721,140  

	クレジットカード
	 9,921 
	374,156,230  

	電子マネー
	356 
	5,188,850 

	コード決済
	1,838 
	51,491,390 

	合計
	49,903 
	1,289,908,060 

	（内訳）現金
	35,206 
	824,036,630 

	クレジットカード
	11,708 
	402,871,490 

	電子マネー
	492 
	6,469,250 

	コード決済
	2,497 
	56,530,690 


　　　　　　　　　　　　　　　

コンビニ収納システムの取扱実績
　19,805件　  77,138,930円　（うちPay-easy 57件　168,700円）
根拠法令等
地方自治法第231条の２の２、第231条の２の３、第243条の２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　[旧]地方自治法施行令第158条
2

